
 

「いばらきアマビエちゃん」の県議会での活用について 

 

本県においては，新型コロナウイルス感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため，「いば

らきアマビエちゃん」を導入したところ。 

県議会としても，「いばらきアマビエちゃん」を活用し，不特定多数の県民の議事堂での傍聴

や会議室利用における感染防止対策を徹底する。 

※いばらきアマビエちゃん 

ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに，感染者が発生した場

合にその感染者と接触した可能性がある方に対して注意喚起の連絡をすることで，感染拡大の防止を

図ることを目的としたシステム 

 

○対象施設 

会議室等 対象者 事業者登録 担当課 

大会議室（本会議等中継映像モニター視聴以外），

中会議室，小会議室 
一般県民等 会議等主催者 総務課 

本会議場５階傍聴席，大会議室（本会議等中継映像

モニター視聴用），特別委員会室１・２，予算特別

委員会室，決算特別委員会室，議会運営委員会室，

各常任委員会室 

傍聴者等 議事課 議事課 

図書室 一般県民等 政務調査課 政務調査課 

※本会議場５階傍聴席，大会議室（本会議等中継映像モニター視聴用），特別委員会室１・２，

予算特別委員会室，決算特別委員会室は８月６日に登録済，図書室は８月 18 日登録済。 

 ※大会議室，中会議室及び小会議室の事業者登録は，会議等主催者がその都度行う。 

 

○利用手順 

①各会議室等を「いばらきアマビエちゃん」に登録し，「感染防止対策宣誓書（別紙）」を各会

議室等の扉等に掲示 

②利用者は訪問日ごとに宣誓書の「二次元コード」をスマートフォン・携帯電話等のバーコー

ドリーダー機能により読み取り，読み取った URL にアクセスして表示される「登録する」を

選択し，表示されるメール画面からそのままメールを送信すると登録完了 

③感染者が発生した場合，県から「同じ日に同じ会議室等を訪れた方」にメールで通知（別紙）

（発症から２週間前までの接触可能性のある方に通知） 

 

○本会議や委員会の傍聴者への対応 

・本会議の団体傍聴の際は，事前の注意事項説明と併せて登録依頼し，その場での登録作業を

促す。 

・開議中に多数の一般傍聴者が来た場合，配布した宣誓書の「二次元コード」により，帰宅後

など当日中に登録するよう依頼することとする。 

※傍聴受付及びロビーでの３密を避ける必要があるほか，開議中の傍聴席での携帯電話等の

使用は禁止であるため 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染防止対策宣誓書 

注意喚起通知メール 


